
○宮崎大学名誉博士称号授与規程

平成16年４月１日
制 定

改正 平成30年12月27日 平成31年１月24日
令和３年３月25日

（趣旨）
第１条 この規程は、宮崎大学（以下「本学」という。）における宮崎大学名誉博士（以下「名誉
博士」という。）の称号の授与について定めるものとする。

（授与の資格）
第２条 名誉博士の称号は、次の各号の一に該当する者に授与する。
(1) 学術文化等の発展に寄与した功績が特に顕著であり、本学において顕彰することが適当と認
められる者

(2) 本学における教育研究等の進展に貢献した功績が特に顕著であった者

（推薦）
第３条 部局等の長は、前条の規定に該当すると認められる者（以下「候補者」という。）がある
ときは、名誉博士候補者推薦書（様式１）に、当該候補者の略歴、業績及び功績に関する調書を
添えて学長に推薦することができる。

（選考）
第４条 名誉博士の称号は、前条の規定による推薦又は学長の推薦に基づき、学長が教育研究評議
会の議を経てこれを授与する。

２ 前項の議決は、出席評議員の３分の２以上の賛成を得なければならない。

（交付）
第５条 名誉博士の称号を授与するときは、名誉博士記（様式２）を交付するものとする。

（雑則）
第６条 この規程に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成16年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成30年12月27日から施行する。

附 則
この規程は、平成31年１月24日から施行する。

附 則
この規程は、令和３年３月25日から施行する。



様式１（第３条関係）

年 月 日

宮 崎 大 学 長

○ ○ ○ ○ 殿

○ ○ ○ ○ 長

○ ○ ○ ○

名 誉 博 士 候 補 者 推 薦 書

下記の者は、名誉博士の称号を授与するにふさわしいと認められますので、宮崎大学名誉博士称
号授与規程第３条に基づき、関係書類を添えて推薦します。

記

１．氏 名

２．生年月日

３．国 籍

４．職 業



様式２（第５条関係）

備考１ 文面は、上記１又は２を選択する。
２ 文面は、必要がある場合は変更することができる。
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様式２（第５条関係）

備考１ 文面は、上記１又は２を選択する。
２ 文面は、必要がある場合は変更することができる。

H. D. No.

UNIVERSITY OF MIYAZAKI
has hereby conferred upon

[Full Name]

THE HONORARY DOCTORATE OF SCIENCE

１ in recognition of outstanding contributions
to the advancement of science and culture.

２ in recognition of outstanding contributions
to the advancement of education and research

at University of Miyazaki.

Given on this [Day] of [Month], [Year]

Signature,

President
University of Miyazaki


